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鳥取瓦斯株式会社 小売供給約款（一般契約）  新旧対照表 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

現 行 の 小 売 供 給 約 款 備 考 変 更 後 の 小 売 供 給 約 款 摘    要 

付 則 

１．この小売約款の実施期日 

この小売約款は、２０１９年１０月１日から実施します。 

 

 

 

２．この小売約款の掲示 

当社は、この小売約款を、事業所等のほか、当社ホームページにおいて掲示いたします。

この小売約款を変更する場合も同様とし、変更実施日の１０日前までに、この小売約款を変

更する旨、変更後のガス小売供給約款の内容及びその効力発生時期を周知します。 

 

３．この小売約款の実施に伴う切替措置 

当社は、２０１９年９月３０日以前から継続して供給し、２０１９年１０月１日から２０

１９年１０月３１日までの間に支払義務が初めて発生する料金については、この小売約款の

実施前のガス小売供給約款に基づき料金を算定するものといたします。 

 

 

（別表第６）適用する料金表 

３．料金表Ａ（消費税等相当額を含みます。） 

（１） 基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき ８８９．９０円    

（２）基準単位料金 

１立方メートルにつき ２５４．６２円    

（３）調整単位料金 

（２）の各基準単位料金をもとに２３の規定により算定した１立方メートル当たりの単位

料金といたします。 

 

４．料金表Ｂ 

（１） 基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき １，０１２．００円    

（２）基準単位料金 

１立方メートルにつき ２４２．４１円    

（３）調整単位料金 

（２）の各基準単位料金をもとに２３の規定により算定した１立方メートル当たりの単位
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削除 

削除 

削除 

削除 

 

 

 

 

 

変更 

 

 

変更 

 

 

 

 

 

 

 

変更 

 

 

変更 

 

 

 

付 則 

１．この小売約款の実施期日 

この小売約款は、２０２５年１２月１日から実施します。ただし、料金に関する条件につ

いては、原則として、料金算定期間の初日が２０２５年１２月１日以降であり、かつ２０２

６年１月１日以降に発生する料金に、この小売約款を適用します。 

 

２．この小売約款の掲示 

当社は、この小売約款を、事業所等のほか、当社ホームページにおいて掲示いたします。

この小売約款を変更する場合も同様とし、変更実施日の１０日前までに、この小売約款を変

更する旨、変更後のガス小売供給約款の内容及びその効力発生時期を周知します。 

 

 

 

 

 

 

 

（別表第６）適用する料金表 

３．料金表Ａ（消費税等相当額を含みます。） 

（１） 基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき １，６５０．００円    

（２）基準単位料金 

１立方メートルにつき ２５０．８４円    

（３）調整単位料金 

（２）の各基準単位料金をもとに２３の規定により算定した１立方メートル当たりの単位

料金といたします。 

 

４．料金表Ｂ 

（１） 基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき １，８７０．００円    

（２）基準単位料金 

１立方メートルにつき ２２８．８４円    

（３）調整単位料金 

（２）の各基準単位料金をもとに２３の規定により算定した１立方メートル当たりの単位
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現 行 の 小 売 供 給 約 款 備 考 変 更 後 の 小 売 供 給 約 款 摘    要 

料金といたします。 

 

５．料金表Ｃ 

（１） 基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき １，８６１．６４円    

（２）基準単位料金 

１立方メートルにつき １９９．９３円    

（３）調整単位料金 

（２）の各基準単位料金をもとに２３の規定により算定した１立方メートル当たりの単位

料金といたします。 

 

６．料金表Ｄ 

（１） 基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき ２，２２４．２０円    

（２）基準単位料金 

１立方メートルにつき １９５．４０円    

（３）調整単位料金 

（２）の各基準単位料金をもとに２３の規定により算定した１立方メートル当たりの単位

料金といたします。 

 

７．料金表Ｅ 

（１） 基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき ２，５８０．６０円    

（２）基準単位料金 

１立方メートルにつき １９３．０２円    

（３）調整単位料金 

（２）の各基準単位料金をもとに２３の規定により算定した１立方メートル当たりの単位

料金といたします。 
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変更 
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料金といたします。 

 

５．料金表Ｃ 

（１） 基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき ２，４２０．００円    

（２）基準単位料金 

１立方メートルにつき ２０１．３４円    

（３）調整単位料金 

（２）の各基準単位料金をもとに２３の規定により算定した１立方メートル当たりの単位

料金といたします。 

 

６．料金表Ｄ 

（１） 基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき ２，７５０．００円    

（２）基準単位料金 

１立方メートルにつき １９７．２１円    

（３）調整単位料金 

（２）の各基準単位料金をもとに２３の規定により算定した１立方メートル当たりの単位

料金といたします。 

 

７．料金表Ｅ 

（１） 基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき ３，１９０．００円    

（２）基準単位料金 

１立方メートルにつき １９４．２８円    

（３）調整単位料金 

（２）の各基準単位料金をもとに２３の規定により算定した１立方メートル当たりの単位

料金といたします。 

 

 


